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C I T Y  T O P I C S

税
源
移
譲
に
伴
い
、
平
成
19
年
分
以

降
の
所
得
税
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
、

所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
に
控
除
し
き
れ

な
い
額
が
生
じ
た
場
合
は
、
一
定
の
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
、
平
成
20
年
度
以
降
の
市
県

民
税
か
ら
こ
の
控
除
し
き
れ
な
い
額
が

控
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

対
象
者

平
成
11
年
〜
平
成
18
年
ま
で

に
居
住
を
開
始
し
て
い
る
方

申
請
方
法

（
ア
）
確
定
申
告
を
す
る
方

確
定
申
告
書
に
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
申
告
書
を
添
付
し
て
、
税
務

署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
イ
）
確
定
申
告
を
し
な
い
方

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
に
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
、
平
成

20
年
1
月
1
日
現
在
の
居
住
地
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

平
成
20
年
3
月
17
日
（月）

※
平
成
20
年
以
降
、
右
記
の
市
県
民
税

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災
害
へ
の

備
え
を
支
援
す
る
目
的
で
、
平
成
20
年

度
（
所
得
税
は
平
成
19
年
分
）
か
ら
、

「
地
震
保
険
料
控
除
」
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
に
伴
い
今
ま
で
の
「
損
害
保
険

料
控
除
」
は
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
平
成

18
年
12
月
31
日
ま
で
に
保
険
期
間
の
開

始
の
日
が
あ
る
「
長
期
損
害
保
険
料

（
保
険
期
間
が
10
年
以
上
で
、
か
つ
、

満
期
返
戻
金
の
あ
る
契
約
の
も
の
）」

は
経
過
措
置
と
し
て
今
ま
で
の
損
害
保

険
料
控
除
の
適
用
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
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税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
は
平
成

19
年
分
か
ら
、
市
県
民
税
は
平
成
19
年

度
（
平
成
18
年
分
の
収
入
を
も
と
に
計

算
）
か
ら
税
率
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

退
職
な
ど
で
、
平
成
19
年
分
の
所
得
税

が
か
か
ら
な
い
方
は
、
所
得
税
の
軽
減

が
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
市
県
民
税
率

の
変
更
に
よ
る
税
負
担
の
増
加
の
影
響

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
次
の
①
・
②
に
該
当
す

る
方
は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
減
額

措
置
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

対
象次

の
①
、
②
の
両
方
を
満
た
す
方
が

対
象
で
す
。

①
平
成
19
年
度
市
県
民
税
の
課
税
所
得

金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
除
く
）

が
、
所
得
税
と
市
県
民
税
の
人
的
控

除
額
※
の
差
の
合
計
額
よ
り
大
き
い

方
②
平
成
20
年
度
市
県
民
税
の
課
税
所
得

金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
含
む
）

が
、
所
得
税
と
市
県
民
税
の
人
的
控

除
額
の
差
の
合
計
額
以
下
の
方

※
所
得
税
と
市
県
民
税
と
の
基
礎
控
除

額
、
配
偶
者
控
除
額
、
扶
養
控
除
額

な
ど
の
控
除
額
の
差

控
除
額

次
の
①
か
ら
②
を
差
し
引
い
た
金
額

を
平
成
19
年
度
市
県
民
税
か
ら
減
額
し

ま
す
。（
す
で
に
納
付
済
み
の
場
合
は

還
付
し
ま
す
）

①
平
成
19
年
度
の
市
県
民
税
額
（
調
整

控
除
後
）

②
税
源
移
譲
前
の
税
率
を
適
用
し
た
平

成
19
年
度
の
市
県
民
税
額
（
税
額
控

除
前
）

申
請
期
間

平
成
20
年
7
月
1
日
〜
7

月
31
日

提
出
書
類

平
成
19
年
度
分
市
民
税
県

民
税
減
額
申
告
書

提
出
先

平
成
19
年
1
月
1
日
現
在
居

住
の
市
区
町
村

税
源
移
譲
に
よ
る

市
県
民
税
減
額
措
置

市
県
民
税

住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
創
設

市
県
民
税

「
地
震
保
険
料
控
除
」の

創
設

 


